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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工機が有する制御部であって、当該制御部に予め設定されている複数種類の第１の監
視データを前記加工機が加工した一製品ごとに前記加工機から取得する第１のデータ取得
部と、前記第１の監視データのそれぞれのしきい値に基づき、前記取得されたそれぞれの
第１の監視データを前記一製品ごとに評価する第１の評価部とを有する制御部と、
　前記加工機に外付けされたプログラマブルコントローラユニットであって、前記第１の
監視データ以外の第２の監視データを前記加工機が加工した一製品ごとに前記加工機から
取得する第２のデータ取得部と、前記第２の監視データのしきい値に基づき、前記取得さ
れた第２の監視データを前記一製品ごとに評価する第２の評価部とを有するプログラマブ
ルコントローラユニットと、
　前記第１及び第２の評価部による一製品ごとの評価結果に基づき前記加工機により加工
された製品を分別する製品分別部と、
　前記製品分別部が前記しきい値の範囲外となった第１又は第２の監視データに対応する
製品を他の製品から分別したとき、所定の報知を行い、かつ、前記しきい値の範囲外とな
った第１又は第２の監視データを特徴付けて表示するコンピュータシステムと
　を具備する生産監視システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の生産監視システムであって、
　前記製品分別部は、前記複数種類の第１の監視データ及び第２の監視データのうち少な
くとも１つの第１又は第２の監視データが当該監視データのしきい値の範囲外であるとき
に、当該しきい値の範囲外となった第１又は第２の監視データに対応する製品を他の製品
から分別する
　生産監視システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の生産監視システムであって、更に、
　前記第１及び第２の監視データのしきい値を記憶する第１及び第２の記憶部と、
　前記第１又は第２の監視データがしきい値の範囲外となったときに、前記第１又は第２
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の記憶部に記憶された当該しきい値を変更するための手段と
　を具備する生産監視システム。
【請求項４】
　制御部を有する加工機と、前記加工機に外付けされたプログラマブルコントローラユニ
ットとを有するシステムにおける生産監視方法であって、
　前記制御部は、当該制御部に予め設定されている複数種類の第１の監視データを前記加
工機が加工した一製品ごとに前記加工機から取得し、前記取得したそれぞれの第１の監視
データが前記第１の監視データのそれぞれのしきい値の範囲内にあるかを前記一製品ごと
に判定し、
　前記プログラマブルコントローラユニットは、前記第１の監視データ以外の第２の監視
データを前記加工機が加工した一製品ごとに前記加工機から取得し、前記取得した第２の
監視データが前記第２の監視データのしきい値の範囲内にあるかを前記一製品ごとに判定
し、
　前記一製品ごとの判定結果に基づき前記加工機により加工された製品を分別するための
分別データを生成し、
　前記しきい値の範囲外となった第１又は第２の監視データに対応する製品を他の製品か
ら分別する分別データが生成されたとき、所定の報知を行い、かつ、前記しきい値の範囲
外となった第１又は第２の監視データを特徴付けて表示する
　生産監視方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の生産監視方法であって、
　前記分別データは、前記複数種類の第１の監視データ及び第２の監視データのうち少な
くとも１つが当該第１又は第２の監視データのしきい値の範囲外であるときに、当該しき
い値の範囲外となった第１又は第２の監視データに対応する製品を他の製品から分別する
ためのデータであり、
　前記分別データに基づき前記加工機により加工された製品を分別する
　生産監視方法。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の生産監視方法であって、
　前記第１又は第２の監視データがしきい値の範囲外となったときに分別された製品を評
価し、
　前記評価結果に基づき前記範囲外としたしきい値を見直す
　生産監視方法。
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